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（別紙様式２－１（実施要項第４条関係）） 

＜案件名＞行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例（素案） 

 
区  分 内   容 

① 政策等の趣旨 社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在す

る個人の情報を同一人の情報であるということ

の確認を行うための基盤であり、社会保障・税

制度の効率性・透明性を高め、市民にとって利

便性の高い公平・公正な社会を実現するための

社会基盤（インフラ）である。 

②  〃  目的 市内部での個人番号の利用、特定個人情報(個人

番号を含む個人情報)の照会・提供により、市民

が行う各種手続の際の添付書類の省略等を図

り、市民の負担を軽減するとともに、行政事務

の効率性、正確性の向上を図る。 

③  〃  立案の経緯 平成２５年５月に「行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法

律」（以下「番号法」という。）が公布され、

マイナンバー制度の導入が決定された。番号法

では、地方公共団体内の同一執行機関での個人

番号の利用、他の執行機関への特定個人情報の

提供については、条例を制定することとなって

いる。 

④ 立案する際に整理した

考え方及び論点 

番号法において、個人番号を利用できる事務、

照会・提供できる特定個人情報は社会保障分

野、税分野、災害対策分野に限定されており、

市内部での個人番号の利用、特定個人情報の照

会・提供についても、番号法に則り対象事務、

特定個人情報の整理を行っている。 

⑤ 理解するための資料  

ア 根拠法令 番号法 

イ 上位計画等の概要  

ウ 施策等の実施により

予想される影響の程

度及び範囲 

 

エ その他、必要な資料 資料１ 情報連携と条例の制定について 

資料２ 条例の構成 

⑥ 意見提出の注意事項  

⑦取扱い等結果の公表予

定日 
平成２７年８月下旬 
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資料１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

１．情報の連携 

  

（１）情報連携は庁外を想定（平成２９年７月開始予定） 

   番号法において、異なる機関で保有している特定個人情報を、照会・

提供することができる。 

   情報連携できる特定個人情報は、主務省令に定められている。 

    

○市⇔国の機関、市⇔県の機関、市⇔他市町村 

     例 市民税の減免に関する事務  … 生活保護に関する情報 

       生活保護の実施に関する事務 … 市民税に関する情報 

 

（２）庁内における情報連携には条例が必要 

  ①番号法第９条第２項の規定により、条例で定める事務は個人番号の

利用が可能 

  ②番号法第１９条第９号の規定により条例を定めれば、市長部局⇔教

育委員会の情報連携が可能 

 

２．庁内連携の種類 

  

（１）条例案第４条第３項の規定 

   番号法において庁外との情報連携を想定しているものについて庁内連

携が可能（上記１の（１）の場合） 

   

（２）条例案第４条第２項の別表第２の規定 

   前記（１）以外の情報を規定 

    例 市民税の賦課及び減免 … 介護保険に関する情報 

  

（３）条例案第５条第１項の別表第３の規定 

   市長部局と教員委員会の情報連携が可能（上記１の（２）の②の場

合） 

 

情報連携と条例の制定について 
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資料２ 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（案）の構成 

条  項 内     容 

第１条(趣旨) 番号法に基づく必要事項の定め 

第２条(定義) ○個人情報  

個人情報保護法等の規定に基づく個人情報 

 

○個人情報ファイル 

 個人情報の集合体 

 

○個人番号 

 番号法に定める個人番号 

 

○特定個人情報 

 個人番号をその内容に含む個人情報 

 

○特定個人情報ファイル 

個人番号をその内容に含む個人時用法ファイル 

第３条(市の責務) 特定個人情報の取扱い、個人番号を利用する施策の

実施 

第４条(個人番号の利用に係

る事務) 

第１項 

別表第２、別表第３に規定する特定個人情報を扱う

事務 

第４条第２項 

別表第１ 

市長部局内で利用する特定個人情報(第４条第３項

を除く) 

第４条第３項 

別表第２ 

番号法別表第２に定める特定個人情報を市長部局

内、教育委員会内で利用することを可能とする 

第４条第４項 添付書類省略を可能とする 

第５条(特定個人情報の提供) 

第１項 

別表第３ 

市長部局から教育委員会に特定個人情報を提供する

ことを可能とする 

第６条(規則への委任) 利用事務、特定個人情報の詳細を規則において定め

る 
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例（素案） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下

「法」という。）第９条第２項に基づく個人番号の利用及び法第

19条第９号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

（１）個人情報 法第２条第３項に規定する個人情報をいう。 

（２）個人情報ファイル 法第２条第４項に規定する個人情報フ

ァイルをいう。 

（３）個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

（４）特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報を

いう。 

（５）特定個人情報ファイル 法第２条第９項に規定する特定個

人情報ファイルをいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、そ

の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、

個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主

体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 

 

（個人番号の利用に係る事務） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１のとおり

とし、同表の上欄に掲げる機関は、同表の下欄に掲げる事務の処

理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効

率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用

することができる。 

２ 別表第２の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処



 －5－ 

理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報で

あって当該機関が保有するものを利用することができる。 

ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使

用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供

を受ける場合は、この限りではない。 

３ 市長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処

理するために必要な限度で同表の第４欄に掲げる特定個人情報で

あって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法

の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個

人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合

は、この限りではない。 

４ 前２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、

他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同

一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、

当該書面の提出があったものとみなす。 

 

（特定個人情報の提供） 

第５条 法第19条第９号の条例で定める特定個人情報を提供する

ことができる場合は、別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の

第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理す

るために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求め

た場合において、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報

を提供するときとする。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、

他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同

一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、

当該書面の提出があったものとみなす。 

 

（規則への委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附則 

この条例は、法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施

行する。 
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別表第１(第４条第１項関係) 

機 関 事   務 

１ 市長 
市税の賦課徴収に関する事務であって規則で定め

るもの 

２ 市長 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に

よる被災者台帳の作成に関する事務であって規則

で定めるもの 

３ 市長 

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢

者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

であって規則で定めるもの 

４ 市長 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）に

よる保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事

務であって規則で定めるもの 

５ 市長 

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）による

福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって

規則で定めるもの 

６ 市長 
障害福祉サービスの提供に関する事務であって規

則で定めるもの 

７ 市長 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による

精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であ

って規則で定めるもの 

８ 市長 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保

護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する

事務であって規則で定めるもの 

９ 市長 

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）に

よる障害福祉サービス、障害者支援施設等への入

所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって

規則で定めるもの 

１０ 市長 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障

害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第

３４号。以下「昭和６０年法律第３４号」とい

う。）附則第９７条第１項の福祉手当の支給に関

する事務であって規則で定めるもの 

１１ 市長 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号）によ

る自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実

施に関する事務であって規則で定めるもの 

１２ 市長 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律

第１２９号）による資金の貸付けに関する事務で

あって規則で定めるもの 
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１３ 市長 

公営住宅法による公営住宅（同法第２条第２号に

規定する公営住宅をいう。以下同じ。）の管理に

関する事務であって規則で定めるもの 

１４ 市長 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）による予

防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関す

る事務であって規則で定めるもの 

１５ 市長 

母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）による

保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の

届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、

低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の

給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費

用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 

１６ 市長 

健康増進法（平成１４年法律第１０３号）による

健康増進事業の実施に関する事務であって規則で

定めるもの 

１７ 教育

委員会 

保育所における保育の実施若しくは措置又は費用

の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 

 

別表第２(第４条第２項関係) 

機 関 事   務 特 定 個 人 情 報 

１ 市長 

市税の賦課徴

収に関する事

務であって規

則で定めるも

の 

市税条例の規定により算定した税

額若しくはその算定の基礎となる

事項に関する情報（以下「市税関

係情報」という。）、生活保護法

による保護の実施若しくは就労自

立給付金の支給に関する情報（以

下「生活保護関係情報」とい

う。）、介護保険法による保険給

付の支給、地域支援事業の実施若

しくは保険料の徴収に関する情報

（以下「介護保険給付等関係情

報」という。）であって規則で定

めるもの 

２ 市長 

災害対策基本

法による被災

者台帳の作成

に関する事務

であって規則

で定めるもの 

児童手当法による児童手当若しく

は特例給付の支給に関する情報

（以下「児童手当関係情報」とい

う。）、高齢者の医療の確保に関

する法律による後期高齢者医療給

付の支給又は保険料の徴収に関す

る情報（以下、高齢者医療保険給

付関係情報という。）であって規

則で定めるもの 
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３ 市長 

高齢者の医療

の確保に関す

る法律による

後期高齢者医

療給付の支給

又は保険料の

徴収に関する

事務であって

規則で定める

もの 

市税関係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

４ 市長 

国民健康保険

法による保険

給付の支給又

は保険料の徴

収に関する事

務であって規

則で定めるも

の 

医療保険各法又は高齢者の医療の

確保に関する法律による医療に関

する給付の支給又は保険料の徴収

に関する情報（以下「医療保険給

付関係情報」という。）、国民年

金法、私立学校教職員共済法、厚

生年金保険法、国家公務員共済組

合法又は地方公務員等共済組合法

による年金である給付の支給又は

保険料の徴収に関する情報（以下

「年金給付関係情報」とい

う。）、市税関係情報、生活保護

関係情報であって規則で定めるも

の 

５ 市長 

老人福祉法に

よる福祉の措

置又は費用の

徴収に関する

事務であって

規則で定める

もの 

市税関係情報、身体障害者福祉法

による身体障害者手帳、精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律

による精神障害者保健福祉手帳若

しくは知的障害者福祉法にいう知

的障害者に関する情報（以下「障

害者関係情報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

６ 市長 

障害福祉サー

ビスの提供に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

年金給付関係情報であって規則で

定めるもの 

７ 市長 

精神保健及び

精神障害者福

祉に関する法

律による精神

障害者保健福

祉手帳の交付

に関する事務

年金給付関係情報であって規則で

定めるもの 
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であって規則

で定めるもの 

８ 市長 

生活保護法に

よる保護の決

定及び実施又

は徴収金の徴

収に関する事

務であって規

則で定めるも

の 

市税関係情報、障害者関係情報で

あって規則で定めるもの 

９ 市長 

生活保護法に

よる就労自立

給付金の支給

に関する事務

であって規則

で定めるもの 

市税関係情報であって規則で定め

るもの 

１０ 市長 

知的障害者福

祉法による障

害福祉サービ

ス、障害者支

援施設等への

入所等の措置

又は費用の徴

収に関する事

務であって規

則で定めるも

の 

市税関係情報、年金給付関係情報

であって規則で定めるもの 

１１ 市長 

特別児童扶養

手当等の支給

に関する法律

による障害児

福祉手当若し

くは特別障害

者手当又は昭

和６０年法律

第３４号附則

第９７条第１

項の福祉手当

の支給に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律その他の法令による障害を

有する者に対する手当の支給に関

する情報で、年金給付関係情報あ

って規則で定めるもの 
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１２ 市長 

障害者の日常

生活及び社会

生活を総合的

に支援するた

めの法律（平

成１７年法律

第１２３号）

による自立支

援給付の支給

又は地域生活

支援事業の実

施に関する事

務であって規

則で定めるも

の 

市税関係情報であって規則で定め

るもの 

１３ 市長 

母子及び父子

並びに寡婦福

祉法による償

還未済額の免

除又は資金の

貸付けに関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

市税関係情報、児童扶養手当法に

よる児童扶養手当手当の支給に関

する情報であって規則で定めるも

の 

１４ 市長 

公営住宅法に

よる公営住宅

の管理に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

市税関係情報であって規則で定め

るもの 

１５ 市長 

予防接種法に

よる給付の支

給又は実費の

徴収に関する

事務であって

規則で定める

もの 

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

１６ 市長 

母子保健法に

よる保健指

導、新生児の

訪問指導、健

康診査、妊娠

の届出、母子

健康手帳の交

母子保健法第１５条の妊娠の届出

に関する情報であって規則で定め

るもの 
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付、妊産婦の

訪問指導、低

体重児の届

出、未熟児の

訪問指導、養

育医療の給付

若しくは養育

医療に要する

費用の支給又

は費用の徴収

に関する事務

であって規則

で定めるもの 

１７ 市長 

健康増進法に

よる健康増進

事業の実施に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

医療保険給付関係情報、市税関係

情報、生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

 

別表第３(第５条関係) 

情報照会機

関 
事    務 

情報提

供機関 

特 定 個 人 情 

報 

１ 教育委

員会 

保育所における保

育の実施若しくは

措置又は費用の徴

収に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

市長 

市税関係情報、生活保

護関係情報であって規

則で定めるもの 

 


